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背景及び趣旨 

 

 我が国は国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。 

しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化に直面しており、医療制度を維

持可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。 

 

 このような状況に対応するため、平成２０年度より高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、保

険者は被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）及びそ

の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定健康指導）を実施することとさ

れた。 

 

 本計画は、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定

健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるもので

ある。 

 

 なお、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条により、第三期６年間の特定健康診査等実施計画を

定めることとする。 

 

 

 

 

 

当健保組合の現状 

 当健康保険組合は、食品製造・販売を主たる業とする事業所が加入している健保組合である。 

平成 30年度の事業所数は 27で、全国 8都道府県に所在するが 10事業所が東京、7事業所が北海道に所

在している。（東京と北海道で 63％） 

 加入事業者は、300人以上が 6社、被保険者 20人未満の事業所は 4社あり、1事業所当たりの平均被

保険者数は 342名である。 

 当健保組合に加入している被保険者は、平均年齢が 43.65歳で、男性が全体の 75.8％を占める。 

 健康診断については検診車の巡回及び委託機関で行っており、平成 29年度の基本健診の実施人数は、

巡回健診等で 5,530人である。(いずれも 40歳以上) 

 また被扶養者及び任意継続者の特定健診については全額健保負担とし、一部本人負担で胃健診やエコ

ー、婦人科検診を実施しており新生物、いわゆるガンを早期発見するための一助としている。 
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特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項 

 

 

1．特定健康診査等の基本的な考え方 

 日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を示した。 

これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、発症した後でも血糖、血

圧をコントロールすることにより重病化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。 

 メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾

患の原因になうことをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の改善に向けての

明確な動機付けができるようになる。 

 

 

 

２．特定健康診査等の実施に係る留意事項 

 任意継続被保険者の受診が少ないため、強く受診促進を行う。 

 一般被保険者については、巡回健診を実施しない事業主に対して紙の受診結果の提出を促がし、受診

率の増加を目指す。また、郵送血液健診を導入し、特定健康診査実施の動機付けとしている 

 

 

 

３．事業者等が行う健康診断及び保健指導との関係 

 事業主健診の約９割が四者契約を締結する巡回健診業者にて実施されているため、高い受診率を得て

いる。健診費用は事業主、40～74歳の検査項目データ化費用は健保組合の負担で特定健康診査実施分と

して国に報告している。 

 特定保健指導については、全額健保組合負担にて、事業主の協力を得て事業所内で実施している。 

 

 

 

４．特定保健指導の基本的考え方 

 生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。 

そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変えることができるよう

に支援することにある。 
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Ⅰ 達成目標 

 

１．特定健康診査の実施に係る目標 

 平成３５年度における特定健康診査の実施率を９０．０％（国の参酌標準）とする。 

この目標を達成するために、平成３０年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

目標実施率 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

被保険者 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%  90.00  90.0% 

被扶養者 25.0% 28.0% 30.0% 33.0% 38.0% 90.0% 

被保険者+被扶養者 72.0% 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% 90.0% 

 

２．特定保健指導の実施に係る目標 

平成３５年度における特定保健指導の実施率を５５.０％（国の参酌標準）とする。  

この目標を達成するために、平成３０年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

目標実施率 

 （被保険者＋被扶養者） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

40 歳以上対象者（人） 1,122人 1,163人 1,194人 1,234人 1,277人 1,536人 

特定保健指導対象者数 69人 117人 180人 247人 256人 846人 

実施率（％） 6.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 55.0% 

 

 

 

 

３．特定保健診査等の実施の成果に係る目標 

 平成 30年度において、平成 36年度実施分の国への実績報告ファイルと平成 20年度実施分の国への報

告ファイルとを比較し、両ファイルにおけるメタボリックシンドローム該当者・予備群の割合等を用い

て 16年間の減少率を算出し事業の効果分析とする。
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Ⅱ 特定健康診査等の対象者数 

１．対象者数 

 (１)特定健康診査 

被保険者                                  （人） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

40歳以上対象者 6,283 6,511 6,714 6,913 7,076 7,277 

目標実施率（％） 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%  90.0%  90.0% 

目標実施者数 5,655 5,860 6,043 6,222 6,368 6,549 

被扶養者                                 （人） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

40歳以上対象者 2,328 2,411 2,467 2,515 2,558 2,586 

目標実施率（％） 25.0% 28.0% 30.0% 33.0% 38.0% 90.0% 

目標実施者数 582 675 740 830   972 2,327 

被保険者+被扶養者                             （人） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

40歳以上対象者 8,611 8,922 9,181 9,428 9,633 9,862 

目標実施率（％） 72.0% 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% 90.0% 

目標実施者数 6,237 6,535 6,783 7,052 7,340 8,876 

 

（２）特定保健指導の対象者数                        （人） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

動機付け支援対象者 486 503 516 529 543 648 

目標実施率（％）  6.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 55.0% 

目標実施者数 30 51 78 106 109 357 

積極的支援対象者 636 660 678 705 734 888 

目標実施率（％）  6.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 55.0% 

目標実施者数 39 66 102 141 147 489 

保健指導対象者計  1,122 1,163 1,194 1,234 1,277 1,536 

目標実施率（％）   6.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 55.0% 

目標実施者数 69 117 180 247 256 846 
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Ⅲ 特定健康診査等の実施方法 

 

（１）実施場所 

特定健診は、被保険者については、原則巡回検診により行う。被扶養者については、委託業者である 

㈱イーウエルの契約診療機関に委託する。 

 特定保健指導は、健保連共同事業委託実施業者等を利用し行う。 

 

（２）実施項目 

 実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第２編第２章に記載されている健診項目とする。 

 

（３）実施時期 

 実施時期は、通年とする。 

 

（４）委託の有無 

ア 特定健診 

 被保険者については、巡回検診にて実施する。被扶養者に関しては、㈱イーウエルが契約している全

国の健診機関にて行い、代行機関として㈱イーウエルを利用して決済をおこない全国での受診が可能と

なるよう借地する。 

イ 特定保健指導 

 標準的な健診・保健指導プログラム第３編第６章の考え方に基づきアウトソーシングする。健保連共

同事業委託実施業者等を指導実施機関とし、全国の事業所にて保健指導を行う。 

 また、プログラム外となるが、「メタボリックシンドローム支援該当のお知らせ」を健診結果とともに

健診機関に発行させ、面談実施できない支援該当者に対する専門相談窓口をティーペック㈱に委託開設

し、すべての支援該当者が平等に指導を受けられるよう配慮する。 

 

（５）受診方法 

 原則、任意継続被保険者および被扶養者は、受診する健診機関に申込み、㈱イーウエルへ受診券発行

依頼をし、特定健診を受ける。 

 受診の窓口負担は無料とする。ただし、規定の実施項目以外を含む健診コースを受診した場合、その

内容に応じて受診者が自己負担額(1万円)を窓口で支払う。 

 

（６）周知・案内方法 

 周知は、当健保組合機関誌・ホームページ等に掲載するとともに、対象者個人への案内送付、未受診

者への案内送付を行う。 
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（７）健診データの受領方法 

 健診のデータは、契約医療機関から代行機関を通じ電子データを随時（又は月単位）受領して、当組

合で保管する。また、特定保健指導の外部委託先機関実施データは、㈱イーウェルの保管データに厚生

労働省への報告形式で組み込むものとする。なお、保管年数は巡回健診機関実施分も含め、５年とする。 

 

（８）特定保健指導対象者の選出の方法 

 投薬治療移行による支援対象外の増加を目的とせず、真に健康状態の改善による支援該当外の増加を

目指すため、腹囲 90cm未満、血圧 140/90mmHg未満、空腹時血糖 126mg/dl未満、中性脂肪 300 mg/dl未

満の者を優先して指導実施する。 

 

 

Ⅳ 個人情報の保護 

 当健康保険組合は、雪印メグミルク健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守する。 

当健康保険組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしては

ならない。 

当健康保険組合のデータ管理者は、常務理事とする。またデータの利用者は当組合業務一課職員に限る。 

外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。 

 

 

Ⅴ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 本計画の周知は、各事業所にパンフレットを送付するとともに、機関誌やホームページに掲載する。 

 

 

Ⅵ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 平成３３年度に３年間の評価を行い、目標と大きくかけ離れた場合その他必要がある場合には見直す

こととする。 

 

 

Ⅶ その他 

 当健康保険組合に所属する職員については、特定健診・特定保健指導等の実践養成のための研修に随

時参加させる。 


